
  

千社総発第 157 号  

平成 23 年 6 月 1 日 

 

県内介護サービス事業所 各位 

 

千葉県社会福祉協議会事務局長 

（公印省略） 

 

平成 23 年度介護サービス情報の公表制度の実施について 

日頃から、本会事業の推進にご高配賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、介護サービス情報の公表制度につきましては、介護保険法第 115 条の 35 から 43

において規定され、今年度で 6年目を迎える制度ですが、今年度は下記のとおり実施する

こととなりましたのでご連絡します。 

なお、介護サービス情報の公表制度は、介護保険の基本理念のひとつである「利用者に

よる選択」を保障するために、介護サービス事業者が、利用者のために一定の情報を公表

するものです。各事業者が、情報公表に伴う調査を年 1回受けることは介護保険法に基づ

く法定義務であり、下記の手数料をご負担いただくことになりますので、ご了解ください

ますようお願い申し上げます。 

 また、平成 22 年度おいては東日本大震災の影響等を考慮して、調査期間を 4月末まで延

長したところですが、今年度においては年度内の調査終了を図るため、調査期間を 2月末

までとしておりますので、御協力お願いします。 

記 

 

１１１１    調査方法調査方法調査方法調査方法、、、、今後今後今後今後のスケジュのスケジュのスケジュのスケジュールールールール、、、、調査内容等調査内容等調査内容等調査内容等     P.2～5 をご参照ください。 

２２２２    調査開始時期調査開始時期調査開始時期調査開始時期  6 月（予定） 

３３３３    調査費用調査費用調査費用調査費用（P.5～6 をご参照ください）    

 調査手数料→１件 １４，５００円～１９，８００円 

 公表手数料→１件  ８，８００円 

４４４４    指定調査機関指定調査機関指定調査機関指定調査機関  P.8 をご参照ください。 

５５５５    そのそのそのその他他他他    

平成21年4月1日から千葉県の指定法人として社会福祉法人千葉県社会福祉協議会が

「千葉県介護サービス情報公表センター」を運営しています。本制度における介護サー

ビス情報の報告の受理及び公表に係る事務は、「千葉県介護サービス情報公表センター」

が担当しますのでご了解願います。 

 

◎◎◎◎問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 千葉県介護サービス情報公表センター（担当：加藤、高橋） 

 〒260-8508 千葉市中央区千葉港 4-3 

 TEL043（245）2344／FAX043（244）5201 

 E-mail：kohyocenter@chibakenshakyo.com 

 ＵＲＬ：http://kaigo.chibakenshakyo.com/（こちらに調査結果を掲載します） 



   

介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業所事業所事業所事業所のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ    

２００５（平成１７）年６月２９ 日に「介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、

介護保険法第１１５条の３５から４３において「介護サービス情報の公表」制度が規定されて

います。 

法においては、介護サービス情報を都道府県知事に報告することが事業所の義務として定め

られています。 

また、法１１５条の３５第４項から７項においては、決められた調査を受けないなど、本制

度の趣旨に反した場合には、都道府県知事がその事業所の指定の効力の一部または全部を停止

する処分ができることとなっています。 

 

 千葉県介護サービス情報公表センターといたしましては、介護サービス事業所の皆様方が本

制度の趣旨及び仕組みについてご理解いただき、本制度が円滑に施行できるよう皆様にご協力

いただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

 以下、千葉県における事業の概略を説明します。 

 

１１１１    調査方法調査方法調査方法調査方法    

①①①①調査票調査票調査票調査票のののの送付送付送付送付    

指定調査機関は、介護サービス事業所に「基本情報調査票」と「調査情報調査票」を配布します。

配布方法は、基本的にはＷＥＢシステムを使用しますが、紙や電子データ等での送付も可能です。 

この際、訪問調査の日程や手数料の支払い方法について、指定調査機関からご案内します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②②②②報告報告報告報告    

介護サービス事業所は、ＷＥＢシステムを使用して「基本情報調査票」と「調査情報調査票」を

入力し、担当する指定調査機関に報告します。指定調査機関は調査票の内容を確認し、介護サービ

ス事業所の状況を把握します。 

 ※ＷＥＢシステムの使用が困難な事業所については、紙や電子データ等での報告も可能です。 

 ※基本情報調査票については事業所の責任において記入していただくものですが、下表の事項に 

 ついては記入ミスが多数見られますので作成する際にご留意ください。 

 

＜※ＷＥＢシステムとは＞ 

ＷＥＢシステムとは、インターネットを利用して基本情報や調査情報の入力・報告を行

うものです。 

ＷＥＢシステムにログインするためには、ＩＤとパスワードが必要となります。 

→貴事業所のＩＤとパスワードを同封してありますので必ずご確認ください。 

また、２３年度使用する調査票は新システムに対応したものです。新システムは、２３年

度用のＩＤ・パスワードでないとログインできませんのでご留意ください。なお、新シス

テムが稼動可能となりましたら千葉県介護サービス情報公表センターのホームページで

お知らせします。 

ＷＥＢシステムの取扱方法等については担当する指定調査機関へお問い合わせくださ

い。 



   

＜＜＜＜本体本体本体本体サービス・サービス・サービス・サービス・介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス＞＞＞＞    

１１１１    事業所事業所事業所事業所をををを運営運営運営運営するするするする法人等法人等法人等法人等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

①「ホームページアドレス」→メールアドレスではなくホームページアドレスを記入する。 

②「法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス」→当該報告をする事業所を含めて記入

する。 

③「主な事業所等の名称」→主な事業所の名称及び所在地について１つ記入する。 

④「介護予防支援」→地域包括支援センターを行っている事業所のみ「あり」となる。地域包

括支援センターより予防プラン作成の委託を受けて実施している場合は「なし」となる。 

 

２２２２    介護介護介護介護サービスをサービスをサービスをサービスを提供提供提供提供しししし、、、、又又又又はははは提供提供提供提供しようとするしようとするしようとするしようとする事業所事業所事業所事業所にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

①「指定の更新年月日」→指定の更新を受けた直近の年月日を記入する。なお、報告時に指定

を受けたことのない事業所は当該指定を受けた年月日を記入する。 

 

３３３３    事業所事業所事業所事業所においてにおいてにおいてにおいて介護介護介護介護サービスにサービスにサービスにサービスに従事従事従事従事するするするする従業者従業者従業者従業者にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

①「常勤換算人数」→実人数の記載はあるが、常勤換算人数がすべて「０」で記入している場

合がある。「常勤・専従」の人数以上となっているか確認する。 

②「従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数」→前項目の職種別の従

業者の数（実人数）と一致しているか確認する。 

 

＜＜＜＜介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス＞＞＞＞    

２２２２    介護予防介護予防介護予防介護予防サービスをサービスをサービスをサービスを提供提供提供提供しししし、、、、又又又又はははは提供提供提供提供しようとするしようとするしようとするしようとする事業所事業所事業所事業所にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

①「事業の開始（予定）年月日・指定の年月日・指定の更新年月日（直近）」→介護予防サービ

スの場合は 2006 年 4月 1 日以降となる。 

 

３３３３    事業所事業所事業所事業所においてにおいてにおいてにおいて介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービスにににに従事従事従事従事するするするする従業者従業者従業者従業者にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

①「従業者の当該報告に係る介護予防サービスの業務に従事した経験年数等」→介護予防サー

ビスの経験年数を記入する（介護サービスの経験年数を合算しないこと）。 

 

４４４４    介護介護介護介護サービスのサービスのサービスのサービスの内容内容内容内容にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

①「介護予防サービスの利用者への提供実績」→上段には「記入年月日の前月」を記入する。 

例）「記入年月日：平成 23 年 7 月 20 日」の場合、「平成 23年 6 月」と記入する。    

 

    

    

 ＜＜＜＜調査方法調査方法調査方法調査方法のののの簡素化簡素化簡素化簡素化＞＞＞＞    

  調査情報の中で「確認のための材料」としてマニュアルや規程の有無を訪問調査時に確認

することになっていますが、前年度の調査結果が「あり」で、今年度の事業所からの報告も

「あり」だった場合は、訪問調査時にマニュアル等の確認は行いません。 

 ※該当するマニュアル・規程の項目については、調査票様式で確認してください。ＷＥＢシ

ステムでは薄い黄色の網掛けで表示されます。 

 ※ＷＥＢシステムでは、当該項目については、あらかじめ前年度の報告結果が表示されてい

ますが、前年度の調査結果が「あり」で、今年度の報告も「あり」としても｢調査不要」の

表示はされません。ただし、今年度もエクセル出力することにより「調査不要｣の表示がさ

れるようになりました。 

重要重要重要重要    



   

③③③③訪問調査訪問調査訪問調査訪問調査    

調査員が介護サービス事業所を訪問し、事前に提出された調査情報の内容を確認します。併せて、

事業所に対し、事実誤認がないことについて同意を得ます。 

 

④④④④調査結果調査結果調査結果調査結果のののの報報報報告告告告    

調査員は、調査終了後、調査結果を速やかに担当する指定調査機関に報告します。 

 

⑤⑤⑤⑤千葉県介護千葉県介護千葉県介護千葉県介護サービスサービスサービスサービス情報公表情報公表情報公表情報公表センターへのセンターへのセンターへのセンターへの報告報告報告報告        

指定調査機関は、調査結果をＷＥＢシステムにより千葉県介護サービス情報公表センターに報告

します。 

 

⑥⑥⑥⑥公表公表公表公表    

千葉県介護サービス情報公表センターは、報告を受けた内容をインターネット等で公表します。 

 

 

２２２２        今後今後今後今後のスケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュール    

  ６月下旬以降 担当する指定調査機関から貴事業所に連絡がありますので、訪問調査日等の調

整をしてください。   

６月～２月  訪問調査実施期間 

   ７月以降   順次ホームページで公表を行います。 

○調査票は、訪問調査日の概ね３週間前に担当する調査機関へ提出されるようお願いします。 

 

 

３３３３    調査内容調査内容調査内容調査内容    

（１）基準日  平成２３年４月１日   

（２）調査対象 

  ○基準日前１年間における介護報酬請求額（利用者負担額を含む）が１００万円を超える事業

所。 

  ○下記４「調査費用」の表のサービス区分内において複数サービスを同一の事業所において一

体的に運営している場合には、各サービス区分内のいずれのサービスについても介護報酬請

求額が１００万円以下の場合を除き、対象となります。 

  ○休廃止する事業所は対象外となりますので、所定の様式に所要事項を記載の上、千葉県介護

サービス情報公表センターまで提出してください（なお、年度内に再開する場合は、その時

点で対象になります）。 

※様式は、千葉県介護サービス情報公表センターホームページのトップ画面の「介護サービ

ス事業所の方へ｣の最下段「その他ファイルはこちら」→「その他様式」から「休止・廃

止予定連絡票」、「休止・廃止連絡票」をダウンロードしてください。    



   

＜＜＜＜特定福祉用具販売事業所等特定福祉用具販売事業所等特定福祉用具販売事業所等特定福祉用具販売事業所等のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ＞＞＞＞    

特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の指定を併せて受けている事業所につい

ては、いずれも販売の対価として支払いを受けた額が１００万円以下の場合、特定福祉用具販

売及び特定介護予防福祉用具販売は対象外となります。 

ただし、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与について介護報酬請求額が１００万円を超え

る場合は、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売についても対象となります。 

 

上記基準に基づき調査対象外となる事業所については、P.９の「特定福祉用具販売事業所等

における対象外届（様式第２号）」に所要事項を記載の上、６月１５日（水）までに千葉県介

護サービス情報公表センターまで郵送で提出してください。 

 

（３）調査対象サービス 

  平成２３年度の調査対象は以下３５サービスとなります。 

○訪問介護             ○訪問入浴介護 

○訪問看護             ○訪問リハビリテーション 

○通所介護             ○通所リハビリテーション 

○短期入所生活介護         ○短期入所療養介護 

○特定施設入居者生活介護      ○福祉用具貸与 

○特定福祉用具販売         ○夜間対応型訪問介護 

○認知症対応型通所介護       ○小規模多機能型居宅介護 

○認知症対応型共同生活介護     ○地域密着型特定施設入居者生活介護 

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

○居宅介護支援           ○介護老人福祉施設 

○介護老人保健施設         ○介護療養型医療施設（定員８人以下を除く。） 

○介護予防訪問介護         ○介護予防訪問入浴介護 

○介護予防訪問看護         ○介護予防訪問リハビリテーション 

○介護予防通所介護         ○介護予防通所リハビリテーション 

○介護予防短期入所生活介護     ○介護予防短期入所療養介護 

○介護予防特定施設入居者生活介護  ○介護予防福祉用具貸与 

○特定介護予防福祉用具販売     ○介護予防認知症対応型通所介護 

○介護予防小規模多機能型居宅介護  ○介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

 

４４４４    調査費用調査費用調査費用調査費用【手数料一覧】※２３年度は手数料の変更はありません。 

サービスサービスサービスサービス区分区分区分区分    
調査手数料調査手数料調査手数料調査手数料    

（（（（１１１１件件件件））））    

公表手数料公表手数料公表手数料公表手数料    

（（（（１１１１件件件件））））    

訪問介護＋介護予防訪問介護＋夜間対応型訪問介護 17,800 円 8,800 円 

訪問入浴介護＋介護予防訪問入浴介護 17,800 円 8,800 円 

訪問看護＋介護予防訪問看護 17,800 円 8,800 円 



   

訪問看護＋介護予防訪問看護＋指定療養通所介護 19,800 円 8,800 円 

訪問リハビリテーション＋介護予防訪問リハビリテーション 17,800 円 8,800 円 

福祉用具貸与＋介護予防福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋特定介

護予防福祉用具販売 
14,500 円 8,800 円 

通所介護＋介護予防通所介護＋認知症対応型通所介護＋介護予防認

知症対応型通所介護＋指定療養通所介護 
19,500 円 8,800 円 

通所リハビリテーション＋介護予防通所リハビリテーション＋指定

療養通所介護 
19,500 円 8,800 円 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋特定施設入居者生活

介護（有料老人ホーム・外部サービス利用型）＋地域密着型特定施

設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋介護予防特定施設入居者生

活介護（有料老人ホーム）＋介護予防特定施設入居者生活介護（有

料老人ホーム・外部サービス利用型） 

19,500 円 8,800 円 

特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋特定施設入居者生活

介護（軽費老人ホーム・外部サービス利用型）＋地域密着型特定施

設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋介護予防特定施設入居者生

活介護（軽費老人ホーム）＋介護予防特定施設入居者生活介護（軽

費老人ホーム・外部サービス利用型） 

19,500 円 8,800 円 

介護老人福祉施設＋短期入所生活介護＋介護予防短期入所生活介護

＋地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護 
19,800 円 8,800 円 

介護老人保健施設＋短期入所療養介護（介護老人保健施設）＋介護

予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 
19,800 円 8,800 円 

介護療養型医療施設＋短期入所療養介護（介護療養型医療施設）＋

介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設） 
19,800 円 8,800 円 

居宅介護支援 14,500 円 8,800 円 

特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅）＋特定施設入

居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型）＋

地域密着型特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅）＋

介護予防特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅）＋ 

介護予防特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅・外部

サービス利用型） 

19,500 円 8,800 円 

小規模多機能型居宅介護＋介護予防小規模多機能型居宅介護 14,500 円 8,800 円 

認知症対応型共同生活介護＋介護予防認知症対応型共同生活介護 14,500 円 8,800 円 

◎◎◎◎手数料手数料手数料手数料についてについてについてについて、、、、各各各各サービスサービスサービスサービス区分内区分内区分内区分内にににに掲掲掲掲げるげるげるげる複数複数複数複数のののの介護介護介護介護サービスをサービスをサービスをサービスを同一同一同一同一のののの所在地所在地所在地所在地でででで同時同時同時同時にににに実施実施実施実施しししし

ているているているている事業所事業所事業所事業所のののの場合場合場合場合はははは、、、、当該当該当該当該区分内区分内区分内区分内のののの複数複数複数複数のののの調査調査調査調査をををを１１１１件件件件としますとしますとしますとします。。。。    



   

    

    

 公表手数料の納付方法が次のとおりですのでご留意ください。 

 ○公表手数料については、訪問調査を実施する指定調査機関が千葉県社会福祉協議会との委

託契約により調査手数料と併せて徴収しますので、指定調査機関の納付方法に従って納付

してください。指定調査機関は公表手数料を月単位にまとめて千葉県社会福祉協議会に納

付します（※千葉県収入証紙による納付は廃止しています）。 

 

 

５５５５    問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 千葉県介護サービス情報公表センター（担当：加藤、高橋） 

 〒２６０－８５０８ 千葉市中央区千葉港４－３ 

 ＴＥＬ０４３（２４５）２３４４／ＦＡＸ０４３（２４４）５２０１ 

 E-mail：kohyocenter@chibakenshakyo.com 

 ＵＲＬ：http://kaigo.chibakenshakyo.com/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

重要重要重要重要    

＜参考＞ 

○千葉県健康福祉部健康福祉指導課 

⇒http://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/shien/daisansha/ 

（介護サービス情報の公表・福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価関係） 

○介護サービス情報公表支援センター⇒http://www.espa-shiencenter.org/ 

（介護サービス情報公表制度の中央機関） 



指定調査機関一覧

法人名 代表者氏名 法人住所 電話番号

1 特定非営利活動法人ＡＣＯＢＡ 代表理事　関本　征四郎 千葉県我孫子市本町３丁目７番１０号 ０４－７１８１－９７００

2 日本化成販売株式会社 代表取締役　宮沢　洋子 東京都千代田区五番町２番地１４ ０４７－３７９－８４４２

3
特定非営利活動法人福祉ネット
ワーク協会

理事長　渡部　昭 千葉県柏市柏１３５４番地の１２ ０４－７１７０－３２８０

4
ヒューマンウェア・コンサルティ
ング株式会社

代表取締役　渡辺　昇 千葉県浦安市美浜３－１１－１０ ０４７－３８０－６２６３

5
NＰＯ法人ヒューマン・ネット
ワーク

理事長　吉谷　健二 千葉県船橋市丸山２－１０－１５ ０４７－４０４－６３００

6
特定非営利活動法人ＶＡＩＣコ
ミュニティケア研究所

理事長　佐々部　憲子
千葉県千葉市中央区千葉港４－４　千葉県
労働者福祉センター５Ｆ

０４３－２０４－３３０４

7 株式会社日本ビジネスシステム 代表取締役　巴　美輝男 千葉県市川市富浜３－８－８ ０４７－７１０－６６００

8
千葉西ケアマネージャー事務所有
限会社

代表取締役　吉松　幸敏
千葉市花見川区幕張町5-417-222幕張ｸﾞﾘｰﾝﾊ
ｲﾂ204

０４３－２９９－７６６６

9
特定非営利活動法人社会福祉士
ネットワーク・ヒューマンレイン
ボー

理事長　目黒　義昭 千葉県船橋市本町４丁目３１番２３号 ０４７－４２１－５１８７

10
特定非営利活動法人人材パワー
アップセンター

理事長　岩橋　秀高 千葉県松戸市栗山５４２－２ ０４７－３６４－８８２０

11
社会福祉法人千葉県社会福祉協議
会

会長　千葉　滋胤
千葉市中央区千葉港４－３　千葉県社会福
祉センター５Ｆ

０４３－２４５－２９４０

12
特定非営利活動法人ウェルビーイ
ング

理事長　丸尾　進三郎 千葉県木更津市長須賀１６３１－８ ０４３８－２５－７０４５

13 財団法人総合健康推進財団 理事長　玉木　武 東京都千代田区内神田３－３－４ ０４７－３００－９０６１

14
特定非営利活動法人日本高齢者介
護協会

理事長　一幡　叔伸 東京都港区台場１丁目５番６－１３０７号 ０４３－２９０－８５１７

15 社団法人千葉県社会福祉士会 会長　神山　裕也
千葉県千葉市中央区千葉港４－３　千葉県
社会福祉センター４Ｆ

０４３－２３８－２８６６

※上記指定調査機関以外からは介護サービス情報の公表のための調査はいきませんのでご注意ください。



  

様式第２号              

特定福祉用具販売事業所等における対象外届 

 

平成   年   月   日 

千葉県介護サービス情報公表センター 様 

事業所名称                           

 

代表者・職氏名                      印 

電話番号                             

 

次のとおり介護保険法第１１５条の３５第１項の規定に基づき、規則第１４０条の３０に規定する介護サービ

スの情報の公表の対象外となる（□特定福祉用具販売事業所・□特定介護予防福祉用具販売事業所）ことを

届け出ます。 

事業所番号  

公表の対象外として届け出る 

特定福祉用具販売事業所 

名称 

所在地 

指定を受けた年月日 平成      年      月      日 

平成 22 年 4 月から平成 23 年 3 月までの
１年間に販売の対価として支払いを受け
た額（100 万円以下） 

円   

 

事業所番号  

公表の対象外として届け出る 

特定介護予防福祉用具販売事業所 

名称 

所在地 

指定を受けた年月日 平成      年      月      日 

平成 22 年 4 月から平成 23 年 3 月までの
１年間に販売の対価として支払いを受け
た額（100 万円以下） 

円   

（留意点） 

○特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の指定を併せて受けている事業所のついては、販売

の対価として支払いを受けた額がいずれも１００万円以下の場合に公表の対象外となることから、各々必要

な事項を記載して下さい。 

○福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を一体的に

運営している事業所については、このうち一つ以上のサービスについて、その対価として支払いを受けた額

が１００万円を超える場合は、全てのサービスが公表の対象となります。 

 

※福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与を一体的に運営している場合は、介護保険事業所番号及び事業

所名称を記載して下さい。 

事  業  所  番  号  

福祉用具貸与事業所名  

事  業  所  番  号  

介護予防福祉用具貸与事業所名  

 



  

介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス情報公表調査情報公表調査情報公表調査情報公表調査とととと福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価のセットのセットのセットのセット受審受審受審受審についてについてについてについて    

    

 

 

 

 

 

１１１１    セットセットセットセット受審受審受審受審対象対象対象対象となるとなるとなるとなる介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス    

○訪問介護 ○訪問入浴介護 ○訪問看護 ○通所介護 ○特定施設入居者生活介護 

○福祉用具貸与 ○居宅介護支援 ○介護老人福祉施設 ○介護老人保健施設 

    

２２２２    評価項目評価項目評価項目評価項目    

  ○サービス種別ごと２６～４０項目 

    

３３３３    評評評評    点点点点    

○評価項目ごとに設けた標準項目の実施・未実施項目の数による評価となります。 

    

４４４４    結果結果結果結果のののの公表公表公表公表    

  ○福祉サービス第三者評価の結果は、ＷＡＭ－ＮＥＴを使い、評価機関が公表します。 

○介護サービス情報公表の調査結果は、介護サービス情報公表センターが公表システムで公表しま

す。 

    

５５５５    セットセットセットセット受審受審受審受審のののの料金料金料金料金    

○介護サービス情報公表調査と同時に福祉サービス第三者評価を受審する場合には、公表手数料

（8,800円）、調査手数料（14,500円～19,800円）に評価料金（評価機関ごとに設定）が別途加

算されます。 

    

６６６６    セットセットセットセット受審受審受審受審をををを希望希望希望希望するするするする場合場合場合場合のののの手続手続手続手続きききき方法方法方法方法    

○介護サービス情報公表調査（義務）と同時に福祉サービス第三者評価（任意）を受審する場合に

は、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））１７１７１７１７時時時時までにまでにまでにまでに電子電子電子電子メールメールメールメール、ＦＡＸ、、ＦＡＸ、、ＦＡＸ、、ＦＡＸ、電話電話電話電話等等等等でででで千葉県介護千葉県介護千葉県介護千葉県介護サービスサービスサービスサービス情報公表情報公表情報公表情報公表

センターあてにセンターあてにセンターあてにセンターあてに「「「「事業所名事業所名事業所名事業所名、、、、事業所番号事業所番号事業所番号事業所番号、、、、連絡先担当者連絡先担当者連絡先担当者連絡先担当者、、、、連絡先電話番号等連絡先電話番号等連絡先電話番号等連絡先電話番号等」」」」をおをおをおをお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。（介

護サービス情報公表調査のみを受ける事業所は、連絡の必要はありません。） 

    

※※※※上記期日上記期日上記期日上記期日をををを過過過過ぎるとぎるとぎるとぎると介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス情報公表制度情報公表制度情報公表制度情報公表制度においてにおいてにおいてにおいて調査対象事業所調査対象事業所調査対象事業所調査対象事業所のののの訪問調査訪問調査訪問調査訪問調査をををを担当担当担当担当するするするする

指定調査機関指定調査機関指定調査機関指定調査機関のののの割割割割りりりり当当当当ててててをををを行行行行いますいますいますいます。。。。希望希望希望希望するするするする評価機関評価機関評価機関評価機関でのセットでのセットでのセットでのセット受審受審受審受審ができができができができなくなりますのでなくなりますのでなくなりますのでなくなりますので、、、、

期日期日期日期日までにごまでにごまでにごまでにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。（。（。（。（希望希望希望希望するするするする評価機関評価機関評価機関評価機関がががが決決決決まっていないまっていないまっていないまっていない場合場合場合場合でもごでもごでもごでもご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。）。）。）。）    

    

７７７７    第三者評価機関第三者評価機関第三者評価機関第三者評価機関（（（（介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス情報情報情報情報公表指定調査機関公表指定調査機関公表指定調査機関公表指定調査機関もももも兼兼兼兼ねるねるねるねる評価機関評価機関評価機関評価機関））））    

  ○１０機関（P.11をご参照ください） 

 介護サービス情報公表（義務）の調査情報で使用する項目及び確認材料などを活

用して、福祉サービス第三者評価（任意）を実施しています。 

 福祉サービス第三者評価の受審を希望する場合は、介護サービス情報公表調査と

同時に受審（（（（セットセットセットセット受審受審受審受審））））することができます。 



福祉サービス第三者評価機関一覧（介護サービス情報公表調査も同時に行える機関）

法人名 代表者氏名 法人住所 電話番号

1 特定非営利活動法人ＡＣＯＢＡ 代表理事　関本　征四郎 千葉県我孫子市本町３丁目７番１０号 ０４－７１８１－９７００

2 日本化成販売株式会社 代表取締役　宮沢　洋子 東京都千代田区五番町２番地１４ ０４７－３７９－８４４２

3
NＰＯ法人ヒューマン・ネット
ワーク

理事長　吉谷　健二 千葉県船橋市丸山２－１０－１５ ０４７－４０４－６３００

4
特定非営利活動法人ＶＡＩＣコ
ミュニティケア研究所

理事長　佐々部　憲子
千葉県千葉市中央区千葉港４－４　千葉県
労働者福祉センター５Ｆ

０４３－２０４－３３０４

5 株式会社日本ビジネスシステム 代表取締役　巴　美輝男 千葉県市川市富浜３－８－８ ０４７－７１０－６６００

6
特定非営利活動法人社会福祉士
ネットワーク・ヒューマンレイン
ボー

理事長　目黒　義昭 千葉県船橋市本町４丁目３１番２３号 ０４７－４２１－５１８７

7
特定非営利活動法人人材パワー
アップセンター

理事長　岩橋　秀高 千葉県松戸市栗山５４２－２ ０４７－３６４－８８２０

8
社会福祉法人千葉県社会福祉協議
会

会長　千葉　滋胤
千葉市中央区千葉港４－３　千葉県社会福
祉センター５Ｆ

０４３－２４５－２９４０

9
特定非営利活動法人ウェルビーイ
ング

理事長　丸尾　進三郎 千葉県木更津市長須賀1631-8 ０４３８－２５－７０４５

10
特定非営利活動法人日本高齢者介
護協会

理事長　一幡　叔伸 東京都港区台場１丁目５番６－１３０７号 ０４３－２９０－８５１７

※セット受審の評価料金については、直接評価機関にお尋ねください。
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